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第１章 はじめに 

1. 計画策定の背景と目的 
神戸市では、多様な主体の協働と参画のもと、より一層高齢者の居住の安

定確保に総合的に取組むため、住宅部局と福祉部局が連携し、神戸市高齢者

居住安定確保計画（2012-2017）を平成 24 年３月に策定しました。また平成

26 年度には、それまでの取り組みの達成状況を検証評価するとともに、高

齢者を取り巻く状況の変化に対して、新たに追加拡充すべき取組み等を反映

した追補版を取りまとめました。 

少子・超高齢社会が本格的に進行するなか、国においても住宅セーフティ

ネット法が改正され、また、市でも高齢者の居住の安定確保に関する法律に

基づき法定計画として策定できるようになるなど、高齢者の住まいの充実に

向け更なる取組みが求められています。 

また、2025 年を目途に高齢者の尊厳の保持と自立生活を支援する目的のも

とで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続

けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制（地域包括

ケアシステム）の構築が推進されるなか、「住まい」は重要な要素と位置付

けられています。 

こうした状況を踏まえ、高齢者の居住の安定確保に向けて、引き続き総合

的に施策に取り組んでいくため、第２期神戸市高齢者居住安定確保計画

（2018-2023）を策定します。 

2. 計画の位置づけ 
本計画は、高齢者の居住の安定確保に関する法律第４条の２により、「兵

庫県高齢者居住安定確保計画」に基づき定める計画です。また、「神戸市住

生活基本計画（2011-2020）」の実施計画として位置づけます。さらに第 8期

神戸市介護保険事業計画・神戸市高齢者保健福祉計画との連携・整合により、

相互補完を図ります。 

なお、住生活基本計画の実施計画という位置付けを踏まえ、本計画では住

生活基本計画に定めた計画のうち高齢期の住まいに関する施策と介護保険

の住まいに関わる施策をあわせて、それらを集約化し定めるものとします。 
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3. 計画期間 
計画期間は、神戸市介護保険事業と連携・整合を図るため、2018 年度から

2023 年度の６年間とします。 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

高齢者居住安定確保計画 2012-2017 

住生活基本計画 2011-2020 

第 5 期

介護保険事業計画   高齢者保健福祉計画 
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第２章 高齢者の状況と課題 

1. 神戸市の高齢者を取り巻く状況 
・ 本市の 65 歳以上の高齢者人口は年々増加し、平成 29 年 9 月末時点で

は約 42 万人、高齢者人口の割合（高齢化率）は 27.3％となっていま

す。また、将来に目を向けると、2020 年には約３人に１人が 65 歳以

上の高齢者となるなど、市内の高齢化はますます進んでいくこととな

ります。 

・ 居住する高齢者及び、高齢世帯が居住する住宅ストックの現状をみる

と、都心部やニュータウン、海上都市等といった多様な地域特性を有

する本市では、エリアごとに高齢者世帯の状況（高齢化率、要介護世

帯の状況等）やストックの状況（持ち家率、空家率等）、高齢者世帯

の住まいの状況（居住水準、建築年代）にも多様性がみられます。特

に西区や東灘区などの、現在高齢化率が比較的低い地域においても、

将来的には高齢化率が上昇すると推計されています。超高齢化社会の

本格化を見据えた住まいやまちのあり方を考える必要があります。 

【市内の第１号被保険者数（65 歳以上の高齢者）と高齢化率の推移】 
  

出典：第 7 期神戸市介護保険事業計画 
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出典：平成22年国勢調査より
作成

本資料は技研商事インターナショナル株式会社の「MarketAnalyzer」で作成しました。
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「住宅地の概況図」を元に作成したもので、代表的

な住宅地を模式的に示したものです。

【市内の要支援・要介護認定者数の見込み】 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【市内住宅地の概況図及び区別の高齢化率の推移】 
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【市内の区別の高齢世帯の居住する住宅所有関係】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
【市内の区別の高齢世帯の住まい方】 

  

出典：住宅・土地統計調査より作成（平成 25 年度） 
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【市内の各エリアにおける高齢者世帯の住まいの現状】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 見えてくる課題 
(1) 住宅の質の向上と安全な住環境の整備 

・ 高齢者は今後の住み替えやリフォーム、建替えの目的として、「安全・

安心や住みやすさの向上」や「介護をしやすく、受けやすくする」を

重視している一方、耐震性やバリアフリー性が低い築年代の古い住宅

に居住している傾向にあり、その対応が十分に進んでいないと考えら

れます。また、持ち家に比べて民間賃貸住宅のバリアフリー化には遅

れがみられ、持ち家率の比較的低いインナーエリア部等では、バリア

フリー化されていない住宅に居住する高齢世帯が多いと考えられま

す。今後は、持ち家率の高いニュータウンにおいても高齢化が進むこ

とから、借家はもとより、持ち家についても耐震性やさらなるバリア

フリー化率の向上など、住まいの質を高め、安全な居住環境を整備し

ていくことが必要です。 
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【今後の住替え、リフォーム、建替えの目的（単身世帯（65 歳～74 歳））】 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(2) 住み続けるための支援と円滑な住み替えのための支援の充実 

・ 高齢者の住まいに対するニーズをみると、現在の住まいに住み続ける

ことを希望する者の割合が高く、人生の最期に望む場所としても「自

宅」が支持されています。可能な限り現在の住まいや地域に住み続け

ることを希望する方が多いことが特徴といえ、住まいや医療・介護サ

ービス等の情報が一体的に提供される地域づくりや支援策について

検討する必要があります。一方で、介護が必要となった場合や今以上

に心身の状態が悪くなったときは、高齢者向け住宅、施設や病院が選

択肢として挙げられており、住み替えに対するニーズに対応するため

の支援も必要です。 

・ 民間賃貸住宅では単身高齢者などの入居拒否の問題が多々あり、「居

室内の死亡事故」や「緊急連絡先があるか」といった不安から貸主が

高齢者を受け入れないといった実態が明らかになっています。 

・ また、高齢期は身体機能の低下などから将来への不安感が大きくなる

ライフステージであり、身近に相談できる人がいない等が問題となっ

ています。高齢者とその家族や地域社会とのつながりが希薄になって

いる状況も課題となっています。 

 

 

 

 

出典：住生活総合調査より作成（平成 25 年度） 
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【高齢世帯の今後の住まい方の意向】 

 

 

 

・ 市内各区の現在の高齢化率にはばらつきがみられ、郊外区など比較的

高齢化率の低い地域もある一方で、昭和 40 年代前後に開発されたニ

ュータウンの多くは成熟期を迎え、急速な高齢化により地域の活力低

下や空き家の増加などの課題を抱え、高齢者が住み続けるには不安が

大きいと考えられます。また、市営住宅においても、高齢化が進行し

対応が必要になるなど、ニュータウンに限らず、高齢者が多い地域や

集合住宅では、子どもや若年層の居住をどのように進めるのかも課題

となっています。 

・ 高経年マンションにおいては、居住者の高齢化や建物の老朽化等が進

んでおり、管理組合の運営が困難な住宅も増加傾向にあり、支援の検

討が必要です。 

・ また、高齢期には、同居者の有無やその年齢等により、急激に生活状

況が変化し、新たなニーズが生じる場合もあります。必ずしも「配偶

者、子との同居」⇒「高齢夫婦のみ」⇒「高齢単身」のように一様に

変化するわけではなく、変化の内容やタイミングは一人ひとり異なり

ます。生活状況の変化は、地域や高齢者を取り巻く人々との関わりに

も影響を及ぼすことに留意する必要があります。  

出典：第 7 期介護保険事業計画策定に向けた実態調査（平成 28 年度） 
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【高齢期の生活状況変化の例】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

【高齢期の生活状況変化から想定されるニーズの例】 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 何から考えればよいか分からない 

誰に相談すればよいか分からない 
どこで情報を得られるか分からない 

高齢単身 

同居者がいる 
高齢者 

高齢夫婦 

高齢者を取り巻く人々 

住宅に入居したい

今の地域に住み続けたい 

・地域や社会と関わりながら暮らしたい 

・家族に近くに引っ越してきてほしい 

・見守りや買い物支援を受けたい 

・安心できる地域の高齢者向け 

 

・住宅の設備や段差を改修したい 

今の住まいに住み続けたい 

・自宅でサービスを受けたい 

安心できる住まいや施設に住み替えたい 

希望する地域に住み替えたい 

住み替え後の住宅を片付けたい 

・溜まっている家財道具を整理したい 

・広すぎる持ち家を売却したい 

・便利な地域に住み替えたい 

・適切な家賃の賃貸住宅に住み替えたい 

・高齢者向け住宅に住み替えたい 

・福祉施設に入りたい 

・家族の近くに引っ越したい 

住宅に入居したい 

配偶者に先立たれる 

高齢単身 

同居者のいる 
高齢者 

高齢夫婦 

親
子
、
家
族
、
夫
婦
間
の
介
護 情報収集力の低下 

高齢期の単身居住 

  

後
期
高
齢
期
の
親
の
介
護 

 

定
年
退
職 

世
帯
構
成 

・要
介
護
状
態
の
親
世
代
を
支
え
る
立
場
に
な
る 

収
入
の
低
下 

生活の不安の増大 

つながりが欲しくなる 

地域とのつながり低下 

子世帯の独立など 

家、部屋を持て余す 

体
調
の
悪
化 

子
世
帯
と
の
同
居
・近
居 

自
分
の
時
間
、
余
暇
が
増
え
る 

 

日
々
の
買
い
物
が
難
し
く
な
る 

 

自
分
自
身
が
要
介
護
状
態
に
な
る 

 

住
ま
い
の
段
差
や
設
備
が
不
便
に
な
る 

 

 

地
域
と
の
関
わ
り 

・地
域
の
高
齢
者
を
「
支
え
る
」立
場
に
な
る 

地
域
と
関
わ
る
余
裕
が
な
く
な
る 
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(3) 多様な高齢者向けの住まいや介護保険施設の充実 
・ 高齢化の進行及び高齢者人口が増加するなかで、高齢者向け住宅の確

保は必要です。市営住宅の高齢者向け特定目的住宅や高齢者に配慮し

た仕様で整備している住宅の供給に加え、その他の公的賃貸住宅や民

間賃貸住宅も含めた住宅セーフティネットの充実を図っていく必要

があります。 

・ サービス付き高齢者向け住宅は、現状において、自立から介護を要す

る方まで幅広い高齢者を受け入れており、面積など住戸の仕様や生活

支援サービスの内容、家賃などの価格設定、併設施設の種類などのバ

リエーションも豊富で、入居者の身体状況や収入などにあった住宅の

選択につながっています。その一方で、今後市場原理に任せているま

までは供給に偏りが生じることが懸念されます。また、十分なサービ

ス提供が行われなくなったり、いわゆる「囲い込み」により介護・医

療サービスの提供先の自由が阻害されるといった問題が生じること

も懸念されます。また、空き家活用につながる既存ストックの用途転

換については、従前建物の状況により改修費用等が予想以上に嵩むこ

とが多く、供給数は伸びていません。 

・ 高齢者の介護ニーズに応じた適切な介護サービスを提供する必要が

あることから、介護保険施設や居住系サービスを一定水準確保してい

くことが必要となっています。 

【高齢者向けの住まい（住宅と施設）及び「高齢者に配慮した仕様で整備している市営住宅」の 
状況（平成 28 年度末時点）】 

 

  
住宅 

（戸） 

サービス付き高齢者向け住宅 3,363 

シルバーハウジング（市営＋県営） 2,378 

高齢者向け優良賃貸住宅 757 

高齢者世帯向住宅（市営） 928 

小計 7,426 

施設（居住系サービス） 

（床） 

認知症高齢者グループホーム 2,286 

有料老人ホーム 7,496 

軽費老人ホーム・ケアハウス 1,624 

養護老人ホーム 551 

小計 12,007 

合計 19,433 

参考：高齢者に配慮した仕様※で整備している市営住宅（管理戸数） 

※２箇所以上の手すり設置または屋内の段差を解消している住宅 
約 17,000 

出典：神戸市高齢者居住安定確保計画 平成 29 年度点検・評価及び神戸市調べ（平成 29 年度） 
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持家

54%
賃貸

46%

戸建

（持家）

37%

集合住宅

（持家）

17%

戸建

（賃貸）

3%

集合住宅

（賃貸）

30%

市営･県営

7%

施設系

31%
賃貸住宅系

11%

その他

22%

有料老人

ホーム

12%

ｹｱﾊｳｽ

17%

グループ

ホーム 1%

ｼﾙﾊﾞｰﾊｲﾂ

3%

民間住宅窓

口

11%

(4) 住まいの情報提供や相談体制の充実 
・ 高齢者向けの住まいや介護保険施設は種類が多く、制度も複雑で次々

と変わること、さらに高齢者はインターネットに不慣れなことなどか

ら、求めている情報がうまく得られないことが多いのが実情です。神

戸市すまいとまちの安心支援センター（すまいるネット）では、住ま

いの情報提供や相談の受付、住まいについて学ぶセミナー・イベント

の開催に取り組んでいます。高齢者住み替え相談においては、高齢者

向けの住まいや介護保険施設への住み替え相談が多い中、高齢者だけ

でなく家族などの高齢者を取り巻く人々も含め、相談体制の充実や適

切な情報提供が必要となっています。また、すまいるネットとあんし

んすこやかセンター等の関係機関との更なる連携を図る必要がありま

す。 

・ 神戸市居住支援協議会では住宅部局と福祉部局、不動産関係団体や居

住支援団体との連携のもとで、高齢者や障がい者など、住宅の確保に

特に配慮を要する人々が、民間賃貸住宅に円滑に入居できるように取

り組みを進める必要があります。 

【すまいるネットにおける高齢者住み替え相談の状況（平成 28 年度）】 
 

  

【現在の居住状況】 【住み替え希望先】 

特別養護 
老人ホーム 2% 

サービス付き 
高齢者向け住宅 36% 

高齢者向け優良 
賃貸住宅 1% 

ｲﾝﾅｰｼﾃｨ高齢者 
特別賃貸住宅 

7% 

その他住宅 
10% 

都市再生機構・公社 
6% 

出典：すまいるネット調査（平成 29 年度） 

サービス付き 
高齢者向け住宅 36% 
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第３章 基本的な考え方と構成 

1. 計画の基本的な考え方 

高齢者の居住の安定確保に総合的に取り組むため、課題や関連計画を踏まえ、

次の基本的な考え方を設けます。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 

  

「自己決定の尊重」を基本理念のひとつとして掲げ、高齢者が福祉サー

ビスを利用するにあたっての、選択の自由を保障するために、多様なサー

ビスが準備され、情報を容易に入手できることを目指します。 

高齢者が自らの希望に沿って、自己の能力を発揮しながら 

地域社会の一員として安全・安心な住まいで生活を継続することができる 

「高齢者が尊厳をもって質の高い生活を送れるように」を基本理念のひ

とつとして掲げ、地域包括ケアシステムの構築を目指し、一人ひとりの「生

きがい」や心身の状況に応じて住み慣れた地域で安心して生活が続けられ

るよう取組みを実施していきます。 
また、「安心してサービスを利用できるために」を基本理念のひとつと

して掲げ、住み慣れた地域で安定して住み続けるためには、介護保険制度

の安定的な運営と併せて、地域住民等による支援体制の構築の重要性を示

しています。 

高齢者がそれぞれの状況に応じて、多様な住まい・住まい方や 

サービスを自ら選択することができる 

介護保険事業計画（抜粋） 

現状整理から見えてくる課題 

介護保険事業計画（抜粋） 

現状整理から見えてくる課題 
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生活支援・介護予防

自治会 地域団体 NPO 社会福祉協議会等

医療

病院・診療所等

介護保険施設

居住系

サービス

介護

あんしんすこやかセンター

住まいの情報の入手
（すまいるネット）

住まい

取り巻く人々

高齢夫婦高齢単身

高齢者の居住を

地域で支える

高齢者向け

住宅の充実

居住支援協議会

介護保険施設や居住系

サービスの充実

住み慣れた
地域に

住み続ける

ニーズにあった
住まいの選択

安全な住まい・

住環境の推進

多世代居住の

推進

サービス付き高齢者
向け住宅の充実

円滑に住み替える
ための支援

2. 計画の構成 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

基本的な考え方 

  

高齢者が自らの希望に沿って、 
自己の能力を発揮しながら 

地域社会の一員として 
安全・安心な住まいで生活を 

継続することができる 

高齢者がそれぞれの状況に応じて、 
多様な住まい・住まい方や 

サービスを自ら選択することができる 
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3. 施策の構成 

構成 施策 

１．住み慣れた地域に住み続ける 

（１）安全な住まい・住環境の推進  バリアフリー住宅改修補助事業等による支援 

 市営住宅のバリアフリー化 

◎ 民間賃貸住宅の登録制度の活用 

（２）高齢者の居住を地域で支える  市営住宅における住生活支援 

◎ 移動販売等の買物支援 

● 居住支援サービスの情報提供による住み続け支援 

 マンション居住者への支援 

 あんしんすこやかセンターによる支援 

◎ 「要援護者支援センター」の設置 

◎ 地域ケア会議による社会資源開発 

◎ 介護･福祉人材への住まいの支援 

◎ 新たな担い手の発掘・育成 

◎ 認知症の人への支援 

（３）多世代居住の推進  ニュータウンの再生 

 親世帯と子世帯の近居・同居支援 

◎ 市営住宅への若年入居の推進 

２．ニーズに合った住まいの選択 

（１）高齢者向け住宅の充実  市営住宅の充実 

● 民間賃貸住宅の充実 

（２）サービス付き高齢者向け住宅の充実  サービス付き高齢者向け住宅の検査、指導等の充実 

◎ 良好なサービス付き高齢者向け住宅への誘導 

（３）介護保険施設や居住系サービスの充実  介護保険施設の供給目標 

 特別養護老人ホームの充実 

 高齢障がい者への支援 

 小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能居宅介護の充実  

（４）円滑に住み替えるための支援 ● 神戸市居住支援協議会による支援 

● 民間賃貸住宅への入居支援 

 空き家活用相談窓口による従前住宅の活用支援 

 マイホーム借上げ制度による支援 

３．住まいの情報の入手 

（１）高齢者や高齢者を取り巻く人々への 

住まいなどの情報提供 

● すまいるネットによる住まい手への総合支援 

 高齢者住み替え相談による支援 
 高齢者向けセミナーや出張相談会の開催 

◎：新規施策項目を示す ●：拡充施策項目を示す 
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第４章 高齢者の居住安定確保への総合的な取組み 

1. 住み慣れた地域に住み続ける 
(1) 安全な住まい・住環境の推進 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

バリアフリー化に対する住宅改修費補助 

民間共同住宅の共用部分を対象とした「共同住宅バリアフリー改修

補助事業」、65 歳以上の要支援・要介護認定を受けていない高齢者

がいる世帯を対象とした「バリアフリー住宅改修補助事業」を実施

します。また、要支援・要介護認定者及び障害者を対象とした住宅

改修事業を実施します。 

 

市営住宅のバリアフリー化 

建替えにあたっては、高齢者に配慮した仕様での整備を行うととも

に、車椅子常用者世帯向けの住戸を確保します。また、エレベータ

ーが設置されていない住宅では、エレベーターの設置検討とともに

住棟アプローチの段差解消や共用部分の手すり設置を実施します。 

 

民間賃貸住宅の登録制度の活用 

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度や改修への支援制度を活用し、バ

リアフリー化された住宅の供給を推進していきます。 

 
 
  

出来る限り住み慣れた住まいや地域で、高齢者が安全に暮らし続けられる

ことが出来るように、住まいのバリアフリー化、耐震等の防災性、防犯性の

高い住宅や環境と高齢者の健康に配慮した住宅の普及に努めるとともに、

特にバリアフリー化に関しては、民間住宅への改修補助制度の活用や、

市営住宅のバリアフリー化に継続して取り組んでいきます。また、バリアフリ

ー化に遅れがみられる民間賃貸住宅については、住宅セーフティネット法

に基づく住宅登録制度等を活用し、その改善にもつながる供給促進に取

り組んでいきます。 

【「バリアフリー住宅改修補助事業」での事例】 

【市営住宅でのスロープ設置の事例】 
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(2) 高齢者の居住を地域で支える 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

市営住宅における住生活支援 

65 歳以上の高齢者のみで構成される世帯に対し、「住戸訪問・電話・相談・ポストチェック等」

を実施し、効果的な見回り・声かけを実施します。また、あんしんすこやかセンターが、コミ

ュニティづくり支援や生活相談などに応じています。 

移動販売等の買物支援 

住宅の立地等から、買い物に不自由する高齢者を支援するため、移動販売

サービスとの連携による市営住宅への買物支援や、高齢者向け住宅の一部

で実施されている移動販売車の活用等について、普及啓発や支援策の検討

を行っていきます。また、買物支援とあわせた安否確認サービス等の検討

を行っていきます。 

 

居住支援サービスの情報提供による住み続け支援 

高齢者の住まいの不安解消に役立つ居住支援サービスの情報提供により、現在の住宅や住み替

えた先で今後も住み続けるための支援を実施します。 

マンション居住者への支援 

高齢者等の孤立化といった課題に対して、マンション居住者が利用可能なコミュニティ活動等

に対する区の支援制度を年１回のダイレクトメールでマンション管理組合へ引き続き周知して

いきます。また、居住者に関する様々な課題に取り組めるような支援のあり方を検討していき

ます。 

あんしんすこやかセンターによる支援 

高齢者や介護者の孤立化や重度化の前に相談いただけるように、あんしんすこやかセンターの

周知を促進します。また、介護者の身体的・精神的負担を軽減するため、あんしんすこやかセ

ンターにおいて開催する「介護リフレッシュ教室」を実施します。 

現在の住宅や住み替えた先で今後も住み続けるためには住宅単体だ

けではなく、地域特性や地域社会との繋がりを踏まえた取り組みが重要

です。要介護認定者や認知症高齢者、単身世帯や後期高齢者夫婦世

帯の増加が見込まれるなか、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生

の最期まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援

が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が目指されており、

その実現に向けて、市営住宅における住生活支援や民間事業者等と連

携した安否確認サービスの提供等の取り組みを進めていきます。 

また、高齢者が地域社会の中で様々な世代と交流してつながりをも

ち、地域活動に取り組むことは望ましいと考えられることから、一人ひとり

の高齢者が地域コミュニティの一員として積極的な役割を担い、地域社

会とつながりながら、生活し続けることを重視した取組みを推進します。 

さらに、高齢者を支える介護・福祉人材の支援策のあり方についても、

検討を進めます。 

【市営住宅での移動販売の事例】 
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「要援護者支援センター」の設置 

平常時のみならず災害時も含めた要援護者の見守り支援の拠点として、「要援護者支援センタ

ー」を設置し、「要援護者支援コーディネーター」を配置し、見守りに関して中心的な役割を担

います。 

地域ケア会議による社会資源開発 

あんしんすこやかセンターや保健センターで実施している地域ケア会議により、ＮＰＯ等や民

間事業者等と連携して社会資源開発を進め、高齢者の支援体制を具体的に構築します。 

介護･福祉人材への住まいの支援 

人材確保のための方策として、介護・福祉職や学生の住まいの実態や、市営住宅への入居ニー

ズ等を把握し、住まいの支援のあり方について検討を行っていきます。 

新たな担い手の発掘・育成 

高齢者自らも地域社会の一員として、役割をもって地域活動に取り組むことが期待されており、

高齢者も含めた住民参加型サービスの創出と担い手の養成を目的とした研修や、地域の見守り

活動等を行う住民主体のグループの立ち上げ支援を実施します。 

認知症の人への支援 

認知症が悪化し在宅生活が困難になってからではなく、早期診断・早期対応へと認知症ケアの

流れを変え、そのための医療・介護連携の強化を図るとともに、地域住民等による支援体制の

構築により、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で安心して

生活できる社会の実現を目指します。 

 
 

要援護者支援
コーディネーター

要援護者支援センター
（基幹福祉避難所）

あんしんすこや
かセンター

（仮称）障害者
支援センター

障害者地域生活
支援センター

専門職

要援護者

民生委員

地域での見守り支え合い

連 携

婦人会 ＮＰＯ老人ｸﾗﾌﾞ

地元住民
組織

社 会 福
祉法人

元気な人には
様々な地域活動

ふれあい活動へ

地 域

介護保険
サービス事業所

障害福祉
サービス事業所

地域支え合い
推進員

専門職と
社協の連携

地域活動
支援

連 携

支 え 合 い
活 動 支援

支援 支援

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

区社協
・地域福祉ﾈｯﾄﾜｰｶｰ
・生活支援ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

 

【出典：第 7 期神戸市介護保険事業計画 地域見守り体制（将来のイメージ図）】 
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(3) 多世代居住の推進 
 

 

 

 

 

 

 

ニュータウンの再生 

成熟期を迎えたニュータウンでは、急速な高齢化が進んでいるため、人

口の流動性を高め、若年子育て世帯の転入を図るなどの施策を検討する

とともに住民と課題を共有したうえで、地域コミュニティの活性化を図

るなど、ニュータウンの再生に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

親世帯と子世帯の近居・同居支援 

家族とのつながりを強めるため、3 世代が近居もしくは同居し、相互に助け合いながら高齢期

や子育て期を安心して過ごすといった住まい方を支援する取組みとして、「親・子世帯の近居・

同居住み替え助成事業」を推進します。 

市営住宅への若年入居の推進 

自治会活動等への参加を条件に学生が入居することで、郊外地にお

ける市営住宅の空き家の有効活用や入居者の高齢化に伴う地域コミ

ュニティの活性化をはかっていきます。また、一部の市営住宅にお

いて DIY 住宅の募集を開始しており、自由に間取りや内装の変更を

行えることに魅力を感じる若者を中心とした世帯の入居促進をはか

っていきます。 

 

 
 
 
 
 
 
 

【多世代居住のイメージ図】 

成熟期を迎えたニュータウン等において、急速な高齢化により地域の活力

低下が課題となるなか、高齢世帯と若年・子育て世帯の多世代が居住する

ことにより、地域コミュニティが活性化され、お互いに助け合うことが望ましい

と考えられます。そのため、若年・子育て世帯の定住や人口流入を促進す

るため、親・子世帯の近居・同居住み替え助成事業などの活用や既存住宅

の流通促進に資する施策を進めます。また、市営住宅においては、地域コ

ミュニティの活性化を図るため、学生入居などに取り組んでいきます。 

【鶴甲団地におけるリノベーションモデルの整備事例】 

【学生の自治会活動への参加状況】 

・近居支援制度活用 

スープの 
冷めない 

距離 高齢夫婦世帯 

・バリアフリー改修 

子世帯 

引っ越し 

若年入居 

多世代交流 
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世帯特性 ニーズに
合った住宅

住宅地の特性 戸建

分譲マンション

民間賃貸住宅 サービス付き
高齢者向け住宅

シルバーハイツ

高齢者向け住宅 等

市営住宅

都心部及び複合住宅地

山麓低層住宅地

一般住宅地

複合住宅地（住商工）

ニュータウン

海上都市

高齢夫婦

高齢単身

× 選
択

2. ニーズに合った住まいの選択 
(1) 高齢者向け住宅の充実 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

市営住宅の充実 

低所得世帯や借家に居住する世帯も多いことから、高齢者に配慮した仕様で整備している住宅

及びシルバーハイツや高齢者世帯向けの特定目的等の市営住宅を引き続き提供します。また、

身体の障がいや病気等のために階段の昇降が困難になり、現在入居中の市営住宅に居住できな

くなった場合、同一団地内を基本としての住宅変更を引き続き認めていくこととします。 

民間賃貸住宅の充実 

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度や改修への支援制度を活用したマ

ッチング・入居支援を行っていきます。また、高齢者の円滑な民間賃貸住宅への入居を促進す

るため、インナーシティ高齢者特別賃貸住宅への家賃補助等にも引き続き取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者一人ひとりの住まい方は、それぞれの生き方が違うように、価値

観や家族構成、ライフスタイル、資産、居住地等によって様々です。住ま

い・住まい方やサービスを選択するうえで、単なる住み替えではなく住み

慣れた地域内で住み替えたいなど、多様なニーズに対し様々な選択肢

が提供されることが重要であり、ニーズに合った住み替え先や選択肢が

提供されるよう、取り組みを進めていきます。また、高齢者世帯には低所

得世帯や単身で借家に住む世帯も多いことから、市営住宅の提供や公

的賃貸住宅の活用を図るとともに、民間賃貸住宅も含めた住宅セーフテ

ィネットの充実を図っていきます。 

【高齢者向け住宅のイメージ】 
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(2) サービス付き高齢者向け住宅の充実 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

サービス付き高齢者向け住宅の検査・指導等の充実 

安心してサービスを受けられる「住宅」として、法制度に基づき適切に登録を行い、供給を促

進していきます。また、住宅部局と福祉部局が連携して立入検査を行い、不適切な状態にある

場合には、適確な指導を行います。さらに介護事業所が併設されている場合には、同時に実地

指導を行うほか、効果的なケアプラン点検を行うなど、基準への適合や登録内容の維持のみな

らず、入居者の状態に応じた住宅としての支援体制について確認します。 

良好なサービス付き高齢者向け住宅への誘導 

方針①：「住宅」としての質を確保するため、できる限り専用部分の面積を確保すると共に、 

専用部分への台所の設置を誘導する。   
 

住戸面積（専用部分）／戸が 20 ㎡以上かつ一定規模の台所を設置する場合は、 

専用部分と共同利用部分面積計／戸を 23 ㎡とする。 

＊住戸面積（専用部分）／戸 ＋ 共同利用部分面積／戸 ≧ 25 ㎡／戸（原則）⇒23 ㎡ 
 

方針②：共同利用部分の台所の利用しやすさを向上させるため、入居者の使用状況や生活支援

サービスの有無等に応じた規模や数を誘導する。 
 

方針③：入居者以外も利用できる地域交流のためのスペースは、住宅が地域に認知され、相互

交流を促すきっかけにもなりうることから、共同利用部分での設置を誘導する。 
 

方針④：安全な住まい・住環境を推進するため、既存改修の住宅登録の場合においても新築と

同様にエレベーターの設置や耐震性の確保を求める。 

 
＊上記に基づき、基準等については「神戸市サービス付き高齢者向け住宅事業の登録に関する要綱」及び「神戸

市サービス付き高齢者向け住宅事業の立入検査等に関する実施要領」に定める。  

サービス付き高齢者向け住宅については、立地、住宅の仕様、サービスな

どで入居者のニーズに合った多様な住宅の供給を促進するとともに、住ま

い・住環境の質の向上、地域コミュニティとの連携強化などに取り組みます。 

住戸面積は、住宅の質として重要なため、できる限り専用部分で十分な面

積を確保するなど、専用部分で住宅としての基本性能を満たすよう誘導して

いきます。一方で、共同で居住する住宅として、共用部分に居間や食堂等を

設ける場合には、入居者同士の交流が促進されるよう、共同で利用しやすい

良好な環境確保に向けての取り組みを進めます。 

入居者と地域との交流が進むと、入居者の外出機会や多世代の方とのコミ

ュニケーションの機会が増えます。地域にとってもサービス付き高齢者向け

住宅の拠点としての価値が高まるなど、地域コミュニティの強化につながるこ

とから、入居者以外の方も利用できる地域交流スペースの設置を推進してい

きます。 

既存ストック活用については、供給課題を整理し、引き続き促進方策を検

討します。また、望ましい立地のあり方についても引き続き検討を行います。 
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(3) 介護保険施設や居住系サービスの充実  
 

 
 
 
 
 

介護保険事業計画における供給目標数 

種類 2025 年度累計 

介
護
保
険
施
設 

特別養護老人ホーム 

（小規模特別養護老人ホーム含む） 
8,543 

介護老人保健施設 6,327 

介護医療院 

（介護療養型医療施設及び介護療養型老人保健施設） 
517 

小計 15,387 

認知症高齢者グループホーム 3,309 

特定施設入居者生活介護 

・有料老人ホーム 

・サービス付き高齢者向け住宅 

・ケアハウス 

9,715 

合計 28,411 
 

特別養護老人ホームの充実 

高齢者のさまざまなニーズに対応できるよう、多様な施設の整備を行う必要があることから、

個室ユニットケアの考え方は活かしながら、従来型個室や利用者のプライバシーに配慮した多

床室の整備も併せて行います。 

高齢障がい者への支援 

在宅等で生活してきた障がい者が高齢になり、特別養護老人ホーム等での対応が求められるこ

とから、要介護１または２の方の特例入所も含め、特別養護老人ホームへの入所が容易になる

よう、特別養護老人ホームの「入所指針」の見直しを行うほか、高齢障がい者の特性に配慮し

た介護施設サービスが提供されるよう支援します。 

小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能居宅介護の充実 

日常生活圏に 1 箇所以上となるよう、地域密着型特別養護老人ホームや認知症グループホーム

等に併設するなどして、必要な整備を継続して実施します。 

 
  

高齢者は世帯の状況や心身の状況にあった生活拠点が必要となることか

ら、介護保険事業計画において、利用する高齢者のニーズや、地域的な

バランス等を考慮した介護保険施設や居住系サービスの整備計画を定

め、整備を進めます。 
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(4) 円滑に住み替えるための支援 
 

 

 

 

 
 

神戸市居住支援協議会による支援 

不動産関係団体や居住支援団体等の参画のもと、神戸市居住支援協議会において、民間賃貸住

宅における高齢者の入居制限の実態や、住宅確保要配慮者の居住支援に関する課題について、

関係者間で情報を共有し、その解決策を検討するとともに、取組み方策の協議や調整を実施し

ます。また、居住支援法人等との連携について検討を行い、住宅確保要配慮者への入居支援を

実施していきます。 

民間賃貸住宅への入居支援 

住宅確保要配慮者の入居を拒まない民間賃貸住宅の登録制度や改修支援制度、また居住支援サ

ービスの情報提供等により円滑な入居を支援していきます。また、不動産団体との連携等によ

る情報発信方法を検討していきます。 

空き家活用相談窓口による従前住宅の活用支援 

サービス付き高齢者向け住宅等への住み替えのタイミングを捉えて、これまで居住していた住

宅が空き家として放置されないよう、すまいるネットの空き家活用相談窓口について情報提供

し利用を促すほか、家財の整理、親族間の事前の話し合い、維持管理の必要性等の周知を実施

します。 

 

 

 

マイホーム借上げ制度による支援 

50 歳以上の世帯の所有する住宅を一般社団法人移住・住みかえ機構が終身にわたって借り上

げ、子育て世帯等に転貸する「マイホーム借上げ制度」の活用を促すため、セミナーや相談会

を実施します。  

 
 
 
 
 
  

民間賃貸住宅による障がい者や外国人等の様々な高齢者の住宅セーフ

ティネットの充実を図り、高齢者の円滑な入居を促進するため、神戸市居

住支援協議会や民間賃貸住宅の登録制度の活用により、高齢者の入居

を拒まない住宅の確保に取り組みます。また、空き家活用相談窓口におい

て、住み替えによる空き家を抱えた高齢者への支援を進めます。 

【相談のイメージ図】 

【住み替えのイメージ図】 

郊外の戸建 
（現在の住戸） サービス付き高齢者向け住宅 

賃貸住宅 

住み替え 
（親） 

住み替え 
（本人） 

・立
入
検
査
等
の
実
施
・充
実 

・空き家施策 
 との連携 

住み替え支援 
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3. 住まいの情報の入手 
(1) 高齢者や高齢者を取り巻く人々への住まいなどの情報提供 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

すまいるネットによる住まい手への総合支援 

住まい手への総合支援を行うことを目的に、すまいるネットを設置しており、そこで住まいに

関する相談・トラブルに対して必要なアドバイスや高齢者向けの住情報をわかりやすく提供で

きるように、引き続き取り組みます。また、あんしんすこやかセンターや消費生活センター等

との連携にくわえ、NPO 団体や居住支援法人、社会福祉法人や社会福祉協議会等の民間団体と

のネットワークを広げていくことにより、個々の利用者の状況等も考慮した、きめ細かな情報

を提供します。あわせて、居住支援を行っている民間団体への支援策を検討します。さらに、

関係団体との連携により、高齢者の住まい探しから入居までを支援する仕組みの検討を行い、

高齢者の居住安定確保に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者住み替え相談による支援 

すまいるネットの高齢者住み替え相談においては、持ち家や賃貸といった現在の居住の状況に

関わらず相談を受けています。また、住み替え先としてサービス付き高齢者向け住宅等への希

望が増加するなか、ニーズに沿った具体的な内容を紹介できるよう、提供する情報を一層、充

実させていきます。 

高齢者向けセミナーや出張相談会の開催 

すまいるネットでは高齢者にすまいの情報をわかりやすく提供する機会として、高齢者のすま

いに関する出前講座のほか、高齢者を対象としたセミナーを引き続き実施していきます。また、

参加者のニーズに沿った相談会を地域に出向いて実施するなど、よりきめ細かな情報提供方法

の検討を行っていきます。 

  

高齢者の中には情報を入手するための手段が限られている方や、自身の

意向を適確に説明できない方も多く、高齢者自らがサービスを選択した

り、家族等の高齢者を取り巻く人々が適切な判断ができるよう、すまいるネ

ットを中心に、引き続き高齢者向けの住情報の提供に取り組みます。ま

た、資金的、身体的条件や立地に対する指向など、利用者の希望をきめ

細かく受け止められるよう、情報提供・相談体制を充実していきます。ま

た、高齢者の総合相談窓口であるあんしんすこやかセンターなどとの連携

や住まい探しから入居までを支援する仕組みを検討します。 

【窓口応対の状況】 
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第５章 計画の推進と評価 

1. 推進体制 
本計画は、高齢者や家族等の市民をはじめ、地域団体や民間・個人事業

者、住生活関連サービス事業者などの多様な主体が、協働と参画により推進

するため、調整・支援を行っていきます。また、本計画の実効性を高めるた

め、庁内関連部局において幅広い連携を行っていきます。 

【多様な主体の協働と参画による推進】 

 市民（高齢者、家族・親族・知人） 

高齢者や家族・親族・知人は、高齢者が地域社会の一員として暮らし続けるこ

とができるよう、身近でお互いに助け合い、社会とのつながりを維持・構築して

いくことが大切です。 

 地域団体（自治会、婦人会、ふれあいのまちづくり協議会、 

防災福祉コミュニティ、民生・児童委員協議会、老人会 など） 

地域団体は高齢期に属する主な団体であり、多世代で交流する良好なコミュニ

ティづくりや共助（地域での助け合い）の精神により、高齢者が住み慣れた地域

で住み続けることができるよう、地域で助け合っていくことが必要です。 

 住宅供給関連（建設・設計者、宅地建物取引業者、 

金融機関、事業主、独立行政法人都市再生機構 など） 

高齢者に配慮した安全で良質な住まいを供給することが求められ、さらに住ま

いの点検や手入れ等のアドバイスを積極的に行うことが期待されます。 

 住生活・居住支援関連（居住支援協議会、社会福祉協議会（地域福祉ネット

ワーカー、生活支援ネットワーカー）、NPO、地域支え合い推進員、

要援護者支援コーディネーター、居住支援法人、社会福祉法人、医

療法人、民間事業者、建築士、福祉住環境コーディネーター、通訳 

など） 

高齢者の心身や世帯の状況にあった良質なサービスを提供することが求めら

れ、バリアフリー化など既存住宅の改修支援や、住み慣れた地域での住み続けへ

の支援や、ニーズに合った住まいが選択できるよう支援することが期待されま

す。 

 神戸市（神戸市、すまいるネット） 

本計画の推進にあたっては、総合的に施策に取り組めるよう、各主体の調整・

支援を行い、国や兵庫県と連携を図り、必要に応じて課題解決のための法制度や

補助・支援制度の充実を求めていきます。 

すまいるネットは、高齢者の住まい関する情報を分かりやすく提供し、総合相

談窓口として高齢者を支援します。 
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2. 進行状況の確認、評価  
計画の進行状況については、施策の項目ごとに実績や取組み状況などにつ

いて適宜確認していきます。また、社会情勢の変化への対応や神戸市介護保

険事業計画との連携・整合を図る等のため、必要に応じて見直しを行います。

計画の終了時点には評価を行い、次の計画に結果の反映を行います。 

3. 成果指標の設定 
施策の目標達成状況を分かりやすく示すために、第３章にあげた３つの構

成ごとに重要度の高い施策を選び、成果指標と目標値を定めます。また、施

策の進捗を確認するための補完的項目を定めます。 

１．住み慣れた地域に住み続ける 

成果指標項目 現状値 目標値 

・高齢者（65 歳以上の者）の居住する住宅のバリアフリー化率 

（神戸市住生活基本計画（2011-2020）の成果指標を参照する） 

47％ 

（2013 年度） 

55％ 

（2023 年度） 

補
完
的
項
目 

・ニュータウンの若年世帯率 

・親・子世帯の近居・同居住み替え助成件数 

・学生向住宅（市営）への入居件数 

・要援護者支援センターの設置数 

２．ニーズに合った住まいの選択   

成果指標項目 現状値 目標値 

・高齢者人口に対する高齢者向け住まい 

（住宅と施設）※１の割合  

4.7％ 

（2016 年度） 

5.0％ 

（2025 年度※２） 

・介護保険施設整備数  12,304 床 

（2016 年度） 

15,387 床 

（2025 年度※２） 
補
完
的
項
目 

・高齢者に配慮した仕様で整備している市営住宅の管理戸数 

・専用部分において床面積が 20 ㎡以上かつ台所を設置しているサービス付き高齢者向け住宅の割合 

３．住まいの情報の入手   

成果指標項目 現状値 目標値 

・高齢者住み替え相談件数 419 件/年 

（2016 年度） 

450 件/年 

（2023 年度） 

補
完
的
項
目 

・高齢者向けセミナー等の開催件数   

・出張相談会等の開催件数   

・すまいるネット利用者の満足度  

※１ サービス付き高齢者向け住宅、シルバーハウジング（市営及び県営）、高齢者向け優良賃貸住宅、

高齢者世帯向住宅（市営）、認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム、ケアハウスの住宅

戸数・施設定員数による。 

※２ 次期介護保険事業計画（2021 年度～）の策定時に、目標値の進捗確認や改定等を行う。 
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